
米
軍
閥
年
六
昭
三
十
一
日
信
用
主
砲
鋼
倶
絢
躍
可
内
錐
昭
一
同
一

a・行
U

!春1(....卜二車第.->-，、罪

'f"i電車置口ーー月三コ寸A 司王匝諸示日野胃

強

調

畿

瞳

地
租
に
於
け
る
累
進

運
賃
責
措
力
内
表
現
計
容
積
と
重
量
・

平
均
生
産
力
説
に
つ
い
て

抱

叫

常

招

貨
幣
債
値
決
定
原
理
の
一
考
山
役

所
前
公
開
市
場
収
川
に
枕
い
て

明
治
政
府
の
貸
附
金
!

譜

叫

噛

噛

明

圃
民
的
庫
業
ご
し
て
の
生
糸

掛

置

帽

錦

疎

地
方
税
不
動
産
取
得
税

時
川
斗
市
士
族
の
就
産

統

計

拾

稿

抄

株
債
指
数
に
就
い
て

近
者
外
闘
経
済
雑
誌
主
要
論
題

肌

剛

錦

味

本
誌
第
二
十
九
品
信
組
目
録

禁

鱒

載秀

j告i』lll枇

制
時
四
市
博

k

文

高ノl、神

田島戸
昌

f呆太正

，馬耳目雄

法

皐

博

士

相

帥

川
γ
寸

川
村

'
V
智

t目
付

記

W
U
F
J
l

制
時
事
・
1

、
1

2

4

U

N

7

1
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叩
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時
計
目
前
士
族
の
杭
産

抑i

f( 

政

斗
耐
士
族
山
町
駒
山
肌

札
円
減
燃
に
移
性
せ
し
も

の
で
あ
る
。
成
阪
の
役
に
際
し
て
合
比
伸
縮
昨
を
し
に
L
ふ

や

朝

包

部
主
松
山
T
存
保
を
永
禁
制
に
出
し
、
明
治
二
年
五
日
付
自
主
以

斗
山
市
士
扶
は
料
品
目
山
棋
士
に

1
て

て
長
子
市
廿
大
を
時
央
斗
市
の
地
位
封
じ

併
せ
て
北
山
山
道
に
於

端
士
を
し
て
』
経
大
に
従
H

刷
新
封
地
に

て
凶
郡
白
支
配
を
命
じ

移
性
せ
し
め
た
u

斗
市
の
対
地
は
三
戸
、
北
(
青
海
山
崎
)
一
一
戸

〔
治
手
前
脚
〉
の
=
一
郡
に
酷
在
ず
る
百
二
十
ケ
村
よ
り
成
り
、
草

I

帥

第
二
十
九
魯

1L 
-. 
^ 

肱
伊
'
h

揖

O 

=
一
部
一
川
千
七
百
石
除
、
成
入
現
米
は
七
千
三
百
八
十
石
に
過
ぎ

た
か
っ
た
。
己
の
議
入
は
.
甜
田
舎
津
二
十
一
一
-
高
一
ぬ
の
杢
藩
士
の

生
活
を
維
持
す
る
に
は
徐
H
に
貧
初
で
あ
っ
た
。
加
ふ
る
に
移

性
に
製
す
る
す
べ
て
の
持
川
を
も
負
拙
し
た
け
れ
ば
た
沿
左
か

8
 

っ
た
。
試
み
に
明
治
三
年
七
月
の
一
御
泊
米
合
下
似
歎
蹴
書
に
泌

付
せ
る
「
支
配
地
物
成
主
以
部
制
に
列
供
者
と
も
取
賄
芝
H
M

一一一一一一一一→-

、一

:
1
1

L
V
A
L
Z
u
l山
〈
K
U
F

44ド
〉
皇
、
九
三

J
F
I
-
-

ド〆
J
H
V
H
h
J
1
4
c
h・-
F
1
4

金

TH 
4ピ

以
て
し
て
は
獅
〈
知
事
及
び
小
放
の
士
族

ω
生
活
を
附
ひ
仰
る

忙
す
ぎ
や
'

彼
等
の
移
住
投
三
高
七
千
絵
刷
は
賜
米
共
他

ω
陥

時
以
入
を
以
て
之
江
充
て
て
ゐ
る
。
而
て
倫
ほ
同
年
分
「
支
配

地
物
成
に
而
取
陥
相
成
品
現
供
人
数
扶
助
米
移
住
諸
入
費
」
主
し

て
、
白
米
一
時
三
千
七
百
石
除
、
金
十
九
前
附
飴
を
討

t
し
て

ゐ
る
有
様
で
あ
る
。
此
の
批
宇
中
に
は
北
栴
泊
移
性
者
に
判
ず

る
手
市
等
は
合
ま
れ
て
局
在
い
の
で
あ
る
か
ら
歳
川
超
過
は
賞

に
英
心
へ
た
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
れ
ば
移
住
世
時
務
士
一
般
に
川
人
扶
作
(
七
石
二
斗
)
を
支

給
し
得
た
る
の
み
に
し
て
、
滞
営
局
は
蛍
初
よ
り
就
産
主
目
論

み
、
先
づ
諸
方
に
存
在
せ
る
荒
川
拠
地

E
問
何
せ
し
め
、
成
功
後

l.:栓 11I蜘:Ll~ ， I~ 旺・松崎蕗分制末時. 3271'{ 

背森肱虫. !ふ.'~， 161f.[ 拡ii出雌分削司、時.:!2gn 
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は
開
墾
地
を
以
て
J

疑
株
主
左
す
計
査
を
立
て
た
。
け
れ
ど
も
、

『
二
戸
三
戸
郡
之
儀

府
出
之
地
に
候
得
者
、
飴
分
の
租
入

無
御
座
、
北
郡
之
俄
は
大
抵
強
壮
の
見
子
は
北
協
道
漁
業
山
政

に
赴
き
、
居
臨
時
白
州
女
子
等
架
科
類
を
梢
候
の
み
多
分
は
他
制

の
廻
米

E
以
凌
』
ぐ
程
不
毛
で
あ
り
、
且
つ
『
格
別
一
室
傑
の
土

南
)
士
族
且
・
等
民
家
に
寄
山
し
、
衣
は
林
を
依
ム
に
足
ら
字
、

食
肢
は
を
充
る
に
足
ら
宇
、
飢
惑
日
に
迫
担
、
衣
食
住
三
つ
の

者
一
も
備
は
ら
宇
、
何
を
以
て
自
立
の
民
を
た
ず
を
得
ん
や
云

也
一々』
L

と
あ
る
。
進
々
移
住
せ
し
に
も
拘
ら
宇
そ
の
地
主
枕
定

し
、
話
封
邑
若
松
に
腕
住
ず
る
者
、
他
郡
花
山
判
的
附
す
る
者
等
淵

々
と
し
て
相
踏
ん
、
有
械
で
あ
っ
た
》
日
つ
腿
瀧
誼
販
の
官
時
、

政
一
川
が
沓
棋
に
到
し
て
士
族
卒
峠
一
両
帆
の
作
成
拠
川
を
命

t
芦

切
位
来
の
泊
附
日
も
塞
り
杭
松
に
て
、
霊
山
仲
間
は
に
五
り

γ

小
山
中
伎

聞
は
器
不
油
、
右
一
ハ
七
ヶ
月
の
聞
は
従
ら
に
坐
食
す
る
の
他
h

-E
〈
、
川
目
指
極
め
て
制
制
聞
な
る
断
で
あ
る
む

か
く
て
士
族
は
生
活

E
r
A
ふ
る
に
足
る
家
協
危
く
.
ハ
さ
へ

不
習
の
生
産
業
に
技
は
る
事
の
困
難
な
る
K
加
へ
て
紙
侠
布
の

如
く
、
す
べ
て
見
る
に
忍
び
ざ
る
窮
献
に
陥
っ
た
。
明
治
問
年

五
月
背
森
山
脚
よ
り
大
脳
省
に
持
出
せ
る
館
、
斗
市
二
聯
士
族
の

制
排
料
下
附
聞
に
は
「
就
中
斗
耐
賀
町
出
之
俄
近
来
老
瑞
男
女
刊

中
山
山
を
生
じ
、
語
一
日
死
者
数
多
有
之
越
中
川
候
に
付

-
:
E
P関

川
共
相
訪
候
山
陽
a
a
i

・
金
〈
干
刊
誌
食
物
政
誌
に
し
て
日
中
治
化

せ
ざ
る
の
川
致
之
山
云
々
』
L
乙
あ
り
、
又
五
年
五
月
官
森
脇
令

よ
り
犬
山
州
省
に
提
出
せ
る
授
産
に
関
す
る
伺
書
中
に
は
『
右
(
斗

雑

総

欝
人
い
ド
津
藩
士
斗
南
十
訟
の
就
産

る
際
に
も
、

ー
市
維
は
之
が
提
山

E
な
b
d
や
、
従
つ
で
畑
政
主

日

以
て
遇
せ
ち
れ
た

G

か
t
A

れ
ば
政
府
も
特
別
に
同
防
止
寄
せ
、

移
住
白
時
以
来
事
額
白
救
助
米
金
を
下
渡
し
た
り
時
を
逐
う
て

之
を
仰
向
ぐ
れ
ば
た
の
如
く
で
あ
る
。

(
一
)
明
治
三
年
春
、
三
ヶ
年
分
合
計
四
高
五
千
石
の
救
助
米

を
一
時
に
下
山
仰
せ
ら
れ
ん
唱
を
蹴
川
で
、
=
一
高
石

E
仰
時
に
、

臨
時
り
を
丸
月
に
下
川
仰
せ
ら
れ
た
。

(
二
)
同
年
七
月
、
東
京
、
若
松
、
高
削
在
位
者
に
し
て
未
だ

移
住
せ
古
る
者
の
移
性
費
そ
の
他
山
矯
め
に
、
米
千
二
寓
石
金

十
七
寓
闘
を
下
渡
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
三
)
問
年
四
月
、
犬
人
一
人
一
日
間
合
、
老
幼
三
合
の
割
合

時
二
十
九
脅

九

A 

都
大
蹴

秩除堪分U1IT末時)229頁
w本腕史，径六， 44買
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雑

t主

的
守
休
部
士
叶
1
市
『
斗
族
白
就
産

を
以
て
同
年
七
月
迄
の
教
助
米
主
下
波
せ
ら
る
。

(
凹
)
同
年
十
二
月
、
十
月
よ
り
五
年
間
月
迄
の
救
助
米
一
高

間
千
三
十
日
開
十
六
石
餓
〈
惣
人

μ
一
寓
七
千
三
百
二
十
七
人
、

一
日
一
人
川
合
宛
)
及
び
職
業
指
導
者
間
出
入
費
川
共
他
に
金

高
凶
下
波
さ
れ
て
ゐ
る
。

1
d
l
 

什
川

J
d
V
山
川
ザ
/

F
i
h
'
J
E
Z
J
3
1
 

F
一一H
M

O

千
訓
削
河
町
巴

E
z
t

11;126L 

1
イ
コ
t
w
v
e
d
q
r
μ
ι
1
M
X
z出
到

費
の
下
波
を
歎
闘
し
て
ゐ
る
。
以
て
斗
南
士
族
の
知
山
肌
占
政
府

の
寛
大
な
る
虎
置
と
を
鋭
ふ
に
見
る
で
あ
ら
う
。

第
一
次
開
懇
事
梁

殆
ど
政
府
よ
り
の
救
助
米
に
よ
っ
て
生
活
を
続
け
た
。
救
助
歎
一

闘
の
皮
に
就
産
を
誓
U
乍
ら
何
等
見
る
べ
き
控
訴
も
な
〈
漫
然
一

白
星
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
い
つ
ま
で
も
政
府
の
恩
恵
一

に
す
が
る
事
は
内
外
共
に
許
さ
れ
ざ
る
事
情
に
あ
っ
た
O

H

誌
を
一

以
て
牒
営
局
は
五
年
五
月
に
至
り
(
周
年
十
月
弘
前
・
舘
・
八
戸
・
一

明
治
三
年
脊
上
り
百
年
四
四
月
抱
一
二
年
白
川
、
斗
市
士
族
は

七
戸
・
黒
石
・
斗
南
の
六
聯
合
し
て
青
森
掘
と
な
る
)
、

族
就
産
の
矯
め
に
一
の
計
責
主
立
て
た
。
モ
れ
は
一
の
濃
い
ゴ
拡

斗
市
土

第
二
十
九
谷

首s
，、
掛

ゾ『ι

。

を
起
し
北
郡
三
本
木
千
よ
り
開
裂
を
開
対

L
、
益
話
・
牧
畜
・
仙

以
て
斗
南
士
践
を
し
て
夫
等
の
妨
働
に
従
一
剖
せ
し

惑
を
行
ひ
、

め
ん
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
官
諸
問
刷
の
知
事
一
般
首
選
白
山
資

E 
も
誘
」益
け
れ

ケ E
年も

八主
1た

切長
ぉ本

五 は
八士
て-; -IA乙
弘 主主
〈幼
ー米
A Ii:: 

以

日て
Rtl 充

て
ん
止
し
、

ハ
ム
口
一
同
ゴ
一
、
江
九
九
人
分
〉
バ
グ
年
川
ド
波
せ

b
九
ん
事

E
た
松

省
に
山
闘
し
た
。
他
府
腕
士
阪
へ
の
彬
継
を
考
量
し
て

米
と
し
て
は
許
可
せ
ら
れ
左
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
背
森
牒
下

附
何
起
業
資
金
主
し
て
一
高
八
千
石
泡
五
ヶ
年
間
下
渡
せ
ら
'
O

L
事
'
と
な
っ
た
。
蓋
し
名
慌
の
相
也
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
山
が

斗
南
士
挨
の
救
済
に
あ
り
し
事
は
燐
ム

E
備
な
い
。

腕
白
抽
出
定
の
如
く
農
曾
祉
は
設
立
せ
ら
れ
、
八
月
廿
三
日
其

の
布
令
が
設
せ
ら
れ
、
斗
南
藩
士
は
と
誌
に
漸
く
自
立
職
業
に

従
事
す
る
事
に
た
っ
た
。
け
れ
ど
も
共
の
事
業
は
忽
ち

h
a一一m
り

に
逢
若
し
た
。
卸
ち
寸
一
克
士
族
自
身
を
以
て
力
緋
候
儀
碍
一
不
乎

馴
に
て
、

平
民
主
は
格
付
白
遠
相
生
じ
』
、
『
最
前
開
拓
之
儀
御

此
地
あ
り
半
ひ
此
人
b
り
止
存
供
虎
宜
地
に

委
任
之
節
は
、

充
て
之
を
締
役
仕
候
へ
ば
案
外
見
込
越
に

τ、
前
保
之
通
箱
山
崩

まt
助

明治六年十二月山「ま肱奉還者へ黄金被下方嵐JIIjj止ザ「注業i'e1")1，%めu'林
克北地帥 1・組問」の路用を受けて尉ない山!主此心t~めとある。刷泊四十二年

に歪明、裁判。紡米糊t給柑Z苦情宜認められたo(杭路島分r!J'i末ollt.229i:O 
青森山星史，経プ~， 312-3T8jii 
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病
身
或
は
老
幼
婦
女
等
は
多
〈
は
此
地
永
住
白
心
無
之
、
四
方

に
移
特
仕
度
山
干
の
者
、
又
は
磁
調
百
離
脱
半
苦
之
提
業
を
阿
川
』
ム

者
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
肱
首
局
北
止
む
を
得
宇
、
彼
等
に
移

}
時
資
本
金
並
民
放
費
等
を
支

耐
押
並
に
職
業
の
自
由
E
興
へ
、

給
し
て
爾
後
救
助
を
胸
出
ざ
る
旨
誓
は
し
め
、
か
く
し
て
麹
り

の
開
削
型
地
永
住
を
決
心
せ
る
者
の
み
を
誘
導
授
産
す
る
と
と
と

し
た
日
此
等
の
底
躍
の
た
め
に
漁
定
白
地
業
資
金
巾
故
後
の
二

ヶ
年
分
を
明
金
に
℃
下
川
仰
せ
ら
れ
ん
事
を
要
求
し
、
大
相
州
告
の

当
日
可
世
得
て
六
年
一
月
に
至
り
十
二
高
六
千
雨
(
一
石
三
耐
二

八
万
替
)
を
受
け
て
ゐ
る
。

右
の
市
出
世
方
哨
に
基
章
、
同
年
三
月
十
五
日
に
は
一
五
斗
市
川
棚

士
践
の
成
分
令
を
裂
し
た
。
そ
の
主
要
拙
を
列
記
せ
ん
に
、

(

J

)

手
話
米
は
官
三
月
限
り
蹴
止
す
る
事
、
(
二
)
職
業
の
選

錦
、
性
局
移
柑
は
各
自
の
白
山
た
る
べ
き
事
、
会
一
)
他
府
聯
へ

念
特
希
望
許
へ
は
一
人
に
付
米
二
依
(
但
し
代
債
を
以
て
波

す〉

金
武
凶
、
及
び
、
資
本
'
と
し
て
一
戸
に
付
金
扮
凶
奥
ム

る
事
、
〈
問
)
耐
脚
内
に
て
自
立
希
望
の
者
へ
は
一
人
に
付
米
五
依

(
但
し
代
慨
を
以
て
波
す
)
、
金
五
凶
、
及
び
資
本
と
し
て
一
戸

雑

錯

建
命
枠
藩
士

4
南
士
族
白
就
産

に
付
金
五
岡
県
ふ
る
事
、
(
五
〉
開
拓
場
を
三
木
本
一
ケ
所
占
定

め
、
開
拓
場
移
帥
刊
の
者
は
一
戸
中
強
般
の
男
子
一
人
あ
る
事
を

と
の
傑
件
備
は
る
・
と
も
、
指
し
き
厄
介
者
あ
る
時
は
例

裂
し
、

外
た
る
べ
き
事

一
戸
中
強
枇
の
婦
人
二
人
以
上
あ
り
て
、
持

別
の
厄
介
者
無
き
者
も
亦
開
拓
場
に
入
り
得
る
事
、

等
で
あ

る
。
之
を
以
て
見
れ
ば
、
斗
市
士
族
中
よ
り
開
純
一
事
業
に
携
は

る
見
込
み
た
ま

4
4
E除
外
し
以

τ功
E
注
げ
ん
占
せ
し
も
の
の

畑町
P¥mh酔
D
A
Y
O
L
べ一一

L+ih河
H
A
L川
町
沼

F
r
¥

コ
υ
:
r
'
J
u
h司
ト
ホ
・

d

4

玖

に

4
1
u
u
j
t一
t
ノ

I

J

f
ィ

ι
1
1

の
決
心
占
開
拓
場
規
則
遜
守
占
を
誓
約
す
る
を
製
し
た
。
今
岡

め

年
四
月
白
調
益
を
見
る
に

管

内

自

立

者

O μ 

人

ハ
六
一
八

四三
ド唱

-- 斗三
人 !'~J

ij~ 

管

外

活

籍

者

開
拓
場
入
場
者

一O
間
九

ノ、
七

二
・
二
人
強

i¥ 

一
五
一
五

問
工
八
人
強

計

ニ
O
O七

一
一
五

0
0

で
あ
っ
て
、
閲
州
場
入
場
者
は
戸
敢
に
於
て
一
割
一
分
弱
、
人

民
に
於
て
一
割
三
分
担
を
い
円
む
る
に
過
ぎ
一
た
い
。
之
は
入
場
僚

件
の
厳
重
な
る
結
旧
来
'
と
も
見
ら
る
L

が

一
戸
笛
b
平
均
人
員

第
二
十
h

巷

九

部一
h

腕

ヌえ

fI二

向上.386-387頁

rr.jし 421頁
向上.4231'1: 
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豊島

紘

稽
骨
祥
雄
士
司
市
士
族
四
就
産

を
比
較
す
れ
ば
却
っ
て
入
場
希
咳
者
の
少
か
り
し
を
推
知
せ
し

む
る
。開

州
場
入
場
者
は
川
越
旅
費
と
し
て

一
戸
に
付
荷
物
漣
貸

と
し
て
木
馬
一
四

-
人
に
付
謹
食
代
錯
六
百
文

-
I
E
'
吋
市
白
怯
例
A

-
U中
A
句史

一
円
二
百
交
、
他
に
迅
巾
手
岱
'
と
し
て
金
一
歩
主
受
く
る
八
止
め

保 E
i.ffあ
t: :!J 
，<<l'. (， 

"x-

付;ヘ
た jlん
0'汁圭

l土
IJI'I 
判l

:j:M 
jj，l 
川e

tて

ν、

!i:. 
ri'.) 

如

引1
/，日
~) 

二
)
一
戸
比
付
金
五
回
、

地
国
一
町
歩
、
並
に
相
官
の
屋
放

地
支
給
、
但
し
地
問
並
に
殿
敷
地
白
地
代
と
し
て
一
民
に

付
金
ご
米
主
帥
金
上
納
の
事

(
二
)
開
拓
場
手
首
米
一
人
に
付
米
間
九
円
宛
支
給
、
慨
し
肋
山
川

に
よ
り
哨
減
あ
り

共
他
家
出
・
肥
料
・
州
民
共
白
無
料
貸
興
を
受
〈
る
事
が
出
来
、
初

議
起

L
方
の
賃
山
崎
は
聞
に
坪
故
に
限
じ
て
支
給
せ
ら
れ
、
叉
義

政
・
品
川
業
等
白
内
職
希
望
者
に
は
計
局
共
の
斡
旋
に
任
十
る
等
、

誠
に
行
周
い
た
も
白
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
の

開
桁
後
の
成
績
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
青
森
川
腕
史
明
治
六
年

十
一
月
旧
制
に
は
、
「
背
蕊
豚
極
史
」
を
引
用
し
て
「
十
一
月
四
臼

第
二
十
九
容

;九

第
六
挽

~q 

」
h
1
間
製
施
業
及
び
諸
牧
磁
宏
之
過
に
艇
事
」
た
る
一
表

E
掲

げ
、
土
地
・
産
出
・
樹
蔀
・
益
認
・
制
捜
川
柳
・
漁
来
・
鵬
首
絡
の
諸
項
に
百

っ
て
詩
仙
に
産
山
高
其
他
を
記
し
て
ゐ
る
。
諮
問
殺
と
比
較
す

る
忙
非
ざ
れ
ば
純
滋
味
な
る
を
以
ヤ
一
己
、
に
は
略
す
る
も
、
着

手
後
牛
年
忙
し
て
諸
秘
の
牧
磁
を
刈
閉
し
仰
る
事
は
正
に
托
目

T
H
t

「
5
E
H
n
b
s
o
鳴
ら

f
r
n
P
3
b
y
、

干

当

d
Z
J
4
3
4
l
v
i
I
-一

皆
川
呪
械
に
吋

一
然
る
庖
変
問
機
令
職
務
被
兎
一
止
臣
儀
袋
仔
一
被
仰
付
候
よ
り
、

一
芳
服
臨
中
拙
参
事
始
め
評
議
を
諜
候
後
共
、
右
事
業
に
付
将
来

一
確
た
る
見
込
有
之
4
4
無
之
去
迎
此
催
指
置
候
牛
に
は
多
少
の

一
官
民
相
掛
不
絶
問
桁
向
鞭
聡
相
不
加
侠
て
は
事
実
相
悲
り
不

一
中
、
元
副
市
断
指
徒
食
の
賀
嵐
共
故
、
山
刷
版
手
駒
相
掛
候
程
随

τ

官
帥
心
相
減
じ
、
絡
に
は
鮭
…
際
限
御
技
助
筋
向
願
供
出
隅
翻
然
に

っ
て
北
代
五
回
が
械
令
止
な
る
に
及
び
、
六
年
十
二
月
一
日
附

句

を
以
て
聞
製
業
雌
止
意
見
毒
が
大
賊
内
務
附
省
へ
逸
ら
れ
た
。

日
く『

過
刷
出
正
臣
同
脱
出
張
之
節捌

カ

乱
勝
に
相
聞
候
よ
り
共
催
難
聞
、
依
之
取
縄
方
厳
談
致
誼
:
:

金
紋
川
納
向
簿
記
刻
散

付
、
不
如
目
今
之
商
に
て
断
然
御
打
切
有
之
に
。
右
御
打
切
有

同t.4BS，i 

同 t，568耳
同土， 589頁
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之
候
に
も
前
勝
令
に
て
竪
約
之
儀
之
有
、
帥
座
此
健
に
引
揚
候

事
不
相
成
故
、
現
場
士
着
の
=
一
百
徐
戸
へ
昔
時
貸
渡
有
之
候
建

以
後
各
自
問
懇
自
立
候
絞

家
並
に
養
脚
品
器
械
等
一
切
紋
下
切
、

及
底
分
巾
度
、
左
も
無
之
時
は
、
此
上
更
に
数
十
寓
闘
御
下
げ

不
相
成
候
而
は
難
相
叶
事
情
有
之
候
云
々
』
2
V

」。

政
府
内
品
局
は
、
山
阻
止
す
べ
き
か
否
か
再
調
布
主
命
じ
た
が
、

北
代
桃
令
は
陥
阻
止
訟
を
岡
持
し
た
る
筑
め
、

開
拓
事
業
は
そ
の

hd匂
h
d
'
一
I
J
M
O
J
-
-
r
s什
M
P
1
J
L
凶
川
，

t
}

F
E
F
奇

L
へJ
l
-
(
f
h
F
〆

主

主

目
F
D
f
a
i
t
3

p
tト
4
司
d
k
v
J
、

斗
市
士
族
は
六
年
四
月
の
嵐
八
万
方
法
に
準
じ
て
底
分
せ
ら
る
h

事
・
と
た
っ
た
。
卸
ち

惣
人
員
一
五
三
六
(
常
初
よ
り
一
一
一
人
増
、
戸
数
不
挺
)
内
、

管
内
白
立
者
二

O
O戸、

一
O
O
O人
三
戸
に
付
牝
馬
一

一
人
民
付
金
五
岡
米
五
依
を
典
ふ
}

{旦旋管頑
米費外 代
は及主主廿
- 0:籍瓦
石ー者団
四人一
!...JIIに二
日付 八
八金月
ス凶五
五誉主
tE4』ノ

て偉人
L¥... ?I.!. 

~仮) -

t手戸
営に
支付
給十
)凶

前足。

而
て
開
墾
場
経
費
越
金
及
び
、
向
ほ
政

L

肘
よ
り
受
く
べ
き
一
ヶ

年
分
自
事
業
資
金
(
五
ヶ
年
八
百
中
、
二
ヶ
年
分
は
米
に
て
、
二

雑

保

藷
骨
帯
藩
士
斗
南
士
旗
の
就
産

tc ケ
o.町年

分
は
現
金
rc 
て

既
に
下
渡
消
) 

は
政
府
rc 
i盟
納
せ

ら
J/1， 

第
二
次
開
懇
事
業

青
森
脇
の
計
貰
せ
る
悶
懇
事
業
、
は
中
註
に
し
て
段
止
せ
ら

れ
、
斗
南
士
族
は
自
ら
生
活
の
道
左
求
む
る
の
飴
儲
紙
き
に
至

っ
た
。
共
後
彼
等
が
如
何
在
る
生
活
主
治
っ
た
か
許
制
に
知
ゐ

7
4
E
句

T
L
f
t

T
句

F
l
d
，h
L
tふ
8
2
C
M
~

ド
ー
も

h
h
E信
号
亡

K
E
2
戸

嶋

hb
事

〆

こ

t
I
A
U
P

415-首
五
叫
託
証
明
r
p
れ
ノ
小
石

1
I
d
-
-
D〈

た
い
有
様
で
あ
っ
た
。
夫
等
の
内
熱
心
在
る
も
の
は
協
議
の
結

阿
木
生
産
資
金
の
貸
下
を
同
閲
し
て
ひ
た
す
ら
経
営
の
後
民
主
笠

ん
だ
。
古
田
斗
商
務
士
の
一
人
に
し
て
移
住
以
来
牧
畜
業
に
従
事

し
、
外
人
を
屈
入
れ
等
し
て
頗
る
新
式
純
債
の
取
入
に
身
を
委

ね
た
る
庚
津
安
任
な
る
も
の
は
、
明
治
十
三
年
三
月
、
彼
等
の

得
め
に
「
奮
斗
南
人
就
産
の
得
資
本
拝
借
蜘
内
義
に
付
」
昔
、
服

令
山
岡
秀
山
内
に
封
し
て
上
申
し
、
明
治
初
年
以
来
の
斗
南
蒋
士

の
状
況
並
に
刷
固
の
事
情
E
、
委
曲
世
議
し

τ述
ペ
て
ゐ
る
(
後

連
)
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
明
治
十
六
年
に
至
り
、
政
府
は
純
計

六
高
九
千
八
百
七
拾
五
園
の
金
主
斗
南
士
族
就
底
資
金
と
し
て

第
二
十
九
巻

ゴι

第，、
.~~ 

11. 
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雑

録

務
官
申
藩
士
ヰ
南
士
旗
白
就
産

背
犠
賂
に
季
託
し
、
八
月
二
十
三
日
に
は
「
就
産
資
金
貸
下
規

則
」
が
制
定
せ
ら
れ
た
o
右
白
金
額
は
斗
甫
士
族
の
連
帯
山
願

陀
基
く
も
白
ミ
如
く
、
潜
斗
南
士
族
就
産
方
法
取
調
委
員
金
揮

平
次
右
術
門
外
十
九
名
に
委
託
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
t
A

で
は
右

の
規
則
並
陀
就
古
川
一
方
法
取
制
全
員
よ
り
提
出
認
可
せ

ιれ
た
る

m
 

1
t
i
i
y
L
K
l
'
i
〉

?
4
也
、
予
〉

[
1
1
:
i
h

土
品
目

1
Uゴ
F
L
K
孤
て
て

f
l
t
b乱
σ司
H
1剖
主
川

U
I

ト
I
臨

担

h

J

。
(
イ
)
資
令
借
受
資
格
者

由
自
斗
南
藩
士
族
若
く
は
山
田
士
族

忙
し
て
奔
借
山
闘
の
際
取
調
べ
し
背
森
廠
在
籍
且
つ
居
住
の
者

忙
限
る
。
但
し
本
明
忙
該
営
す
る
と
も
、
戸
主
忙
し
て
月
俸
十

一
一
周
以

k
の
宵
給
を
受
く
る
者
忙
は
同
人
の
一
分
五
凶
を
除
吉
一

戸
賞
。
貸
付
金
の
鴻
舗
を
貸
興
す
る
。

ハ
ロ
〉
就
点
出
資
金
総
計
六
九
、
八
七
五
回
を
二
分
し
、
二

。
コ
。

六
、
八
七
五
闘
を
現
業
費
と
し
、

腕
立

t
共
同
と

E
問
は
宇
一

戸
賞
金
武
拾
五
凶
宛
三
ヶ
年
に
割
っ
て
五
ヶ
年
間
貸
興
す
。
渦

朋
返
納
の
上
は
一
史
に
緑
返
す
と
と
が
出
来
る
。
第
二
の
四
一
二
、

0
0
0固
は

v
v
f止
し
、
拝
借
金
の
返
納
及
び
他
年
就
産
上

の
資
本
に
充
つ
る
た
め
廊
臨
へ
依
託
し
、
公
債
読
書
等
民
入

第
二
十
九
巻

第

蹴

タミ

九

pq 

れ
、
若
く
は
銀
行
等
へ
預
け
世
き
共
の
増
殖
を
は
か
る
。
又
現

。
。
。
。
。

業
費
の
貸
下
残
金
は
第
二
準
備
金
と
な
し
第
一
準
備
金
と
同
様

利
摘
し
、
そ
の
利
子
主
以
て
拝
借
州
側
出
賀
川
世
話
掛
(
後
山
)
白

手
首
等
に
充
て
る
。

俄
受
資
金
陀
制
し
て
は
事
業
上
よ
り
生
中
る
諸
物
件
を
抵
前

止
し
て
燃
耐
〈
批
山
し
.

明
治
一
ご
十
川
年
E
以
て
託
金
河
川
の

期
限
止
す
る
。
共
際
生
じ
た
る
抽
出
金
は

州
刷
剛
山
り
際
調
査
せ
る

線
戸
敷
へ

F
附
を
受
け
、
更
に
事
業
を
蜘
張
ず
る
強
定
で
あ

る。
(
ハ
)
搾
議

産
馬
・
機
織
・
是
認
の
三
極
左
し
他
の
点
開
業
に

従
事
せ
ん
止
す
る
時
は
燃
令
の
裁
定
E
裂
す
る
。
且
つ
産
業
は

成
可
く
協
同
を
可
と
す
る
。青

森
組
以
下
十
純
の
産
業
医
主
編
成

し
、
細
毎
比
一
名
の
世
話
叫
刊
を
公
選
す
る
。
世
話
掛
は
組
内
就

業
の
誘
様
監
督
を
本
務
と
し
、
共
他
刊
話
掛
曾
議
の
開
催
、
資

金
貸
付
及
返
納
山
仲
催
、
櫓
保
品
の
納
入
手
彼
等
E
行
ふ
。
他

〈
三
就
産
組
織

に
各
組
事
業
糊
代
な
る
も
の
を
世
き
、
事
業
に
附
す
る
一
切
の

事
を
協
議
す
る
。
両
者
共

ι
一
定
の
俸
給
を
受
け
る
。

青森脇史.笹λ，310耳

[p'JJ:..， 314頁
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此
の
如
く
計
萱
せ
ら
れ
た
開
墾
事
業
に
携
っ
た
士
族
は
何
程

あ
っ
た
か
。
記
録
は
存
し
な
い
け
れ
E
も、

一
戸
営
り
の
貸
付

金
を
以
て
現
業
費
を
除
す
れ
ば
一

O
七
五
戸
在
た
る
。
而
て
第

プ
次
関
部
一
事
業
白
途
中
及
び
最
後
の
底
分
の
結
果
、
青
森
耐
脚
下

に
居
住
す
る
事
と
な
っ
た
者
は
一
八
三

O
戸
で
あ
る
か
ら
、
モ

の
牛
分
以
上
が
第
二
弐
開
務
事
業
に
従
事
す
る
事
占
な
っ
た
も

の
'
N
」
考
へ
ら
れ
る
@
と
れ
同
第
一
式
間
務
事
業
殺
到
の
際
附
止

コ
ピ
ヨ
紛
糾
つ
hv-
二
在
己
甘

z
r
h
n
J
p
b
る
u
I
H
E
L
D
位
哨
1

}
J
3
6
t
-
f
t
i
i
i
，

6
M
6
4
t
:ト

K
4
4
H
U
I

外
に

就
産
の
欣
況
、

結
川
市
等
に
闘
し
亡
何
ら
蹴
る
べ

経
過
、

き
材
料
に
接
せ
た
い
。
只
、
此
の
資
金
貸
下
規
則
は
明
治
十

年
四
月
廿
八
日

ι『
雌
止
』
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
伺
日
の
布
令
に

そ
が
事
業
停
止
の
意
味
に
非
宇
し
て
新
規
貸
付
停
止

の
意
味
な
る
事
が
知
ら
る
与
の
み
で
あ
る
。
然
し
此
の
世
叩
令
に

よ
り
て
、

よ
っ
て
、
資
金
貸
興
の
総
統
、
従
っ
て
事
業
の
少
く
と
も
失
敗

に
蹄
せ
ざ
り
じ
事
E
推
知
し
得
る
主
忠
ム
。

五

結

言

以
上
二
回
に
亘
っ
て
行
は
れ
た
開
益
事
業
の
結
果
、
斗
甫
に

雑

宜主

甜
相
官
津
藩
士
斗
商
士
族
の
就
産

移
住
せ
る
沓
合
津
滞
士
約
三
千
戸
一
寓
二
千
人
の
中
、
約
三
分

の
一
は
青
森
脇
下
に
、
他
の
一
二
分
。
一
は
服
外
に
、
夫
々
少
絹

の
一
時
手
首
を
受
け
て
凋
立
白
骨
ず
る
事
'
と
な
り
、
成
り
の

分
の
一
一
は
服
管
轄
の
開
墾
事
業
に
従
事
す
る
事
主
な
っ
た
。
第

二
次
開
墾
事
業
に
従
事
す
る
者
の
比
較
的
多
散
に
k
る
事
と
左

っ
た
の
は
、

一
日
一
澗
立
自
借
せ
し
も
の
L
生
日
に
窮
し
た
る
結

岡
市
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
倫
ほ
此
れ
に
は
刷
出
梢
似
砧
の
麹
訟
を

川
川
世
帯
山
間
叶
り
と
配
川
町
サ
品
。

2
 

前
越
の
上
巾
世
国
主
見
る
に

『
安
住
此
地
に
移
来
れ
る
織
に

十
年
前
年
(
明
治
三
年
)
、
そ
の
川
米
の
設
肢
も
の
金
十
銭
に
し

て
玄
米
川
升
除
を
日
ひ
、
大
小
消
却
は
六
七
升
俗
、
来
は
五
河

飴
-
犬
一
旦
は
六
升
倫
、
科
は
一
斗
六
升
徐
E
H得
た
り
。
.

牛
馬
の
如
吉
も
亦
然
り
。
先
に
牛
山
明
白
最
A
M
も
の
償
金
=
一
分

に
過
る
を
聞
か
守
、
往
々
一
畿
の
川
市
科
を
以
て
之

E
換
ひ
、
或

は
山
谷
に
楽
死
せ
し
む
る
あ
る
を
開
け
り
。
馬
は
金
一
一
一
聞
な

る
も
買
得
て
用
ふ
べ
き
も
の
あ
り
o

今
は
背
此
激
佑
の
騰
貨
を

致
せ
る
に
非
十
や
』
在
。
か
く
て
今
や
農
民
は
多
く
貰
っ
て
少

〈
民
ふ
を
利
之
す
る
に
到
り
、
力
排
を
臓
は
4
y
、
府
土
を
も
開

第
二
十
九
巻

n 

五

第
古
腕

4二

同J-_.SIl1'[ 
向上.r6.J-瓦

21) 

22) 



宮北

統
計
抗
砲
件

峰崎慎豊

か
ん
止
す
る

ι至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
北
初
は
扮
し
て
錠
た
〈

山
間
訓
に
専
念
す
る
行
も
止
か
っ
た
の
で
あ
る
o

最
初
に
辿
ベ
し

如
く
、
北
川

ω如
吉
は
掛
引
の
川
均
T
は
純
て
北
抑
泊
へ
川
線
ず

し
た
引
も
、
ま
さ
い
札
と
の
事
怖
に
法
く
も
の
で
あ
ら
う
。
一
二
甫
一

服
干
の
士
一
肢
が
物
航
脆
此
に
げ
し
め
る
九
比
較
し
て
削
る
興
味

が
め
る
。
山
主
任
が
一
見
K

火
川
川
山
地
の
帥
帥
卯
川
仲
間
山
口
地
、
問
。
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千
均
配
川
刊
る

M
M
L
て

晴
雄
の
抑
制
す
る
に
附
て
今
州
〈
K

し
て
此
に
及
び
来
れ
る
な
り

h
t
い
へ
る
は
、
時
勢
の
U
A
拙
刊
を

う
が
っ
て
俄
な
し
と
い
ふ
を
仰
ベ
く
、
第
一
次
開
幣
事
業
の
失

斗
市
士
族
の
制
品
川
純
貨
の
み
に
仰
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の

lllr 
fi 

が
あ
っ
た
止
い
は
ね
ば

kι
広
い
。
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